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【標準入力法】                【モデル建物法】 

様式１   (共通) 省エネ基準工事監理報告書 様式１   (共通)  省エネ基準工事監理報告書 

様式ＳＡ－１(標準) 建築物の概要       様式ＭＡ－１(モデル) 建築物の概要 

様式ＳＡ－２(標準) 報告事項の確認結果    様式ＭＡ－２(モデル) 報告事項の確認結果 

様式ＳＡ－３(標準) 各入力シートの照合結果   様式ＭＡ－３(モデル) 各入力シートの照合結果 

様式ＳＢ  (標準) 室仕様          様式ＭＢ－１(モデル) 開口部仕様 

様式ＳＣ－１(標準) 空調ゾーン        様式ＭＢ－２(モデル) 断熱仕様 

様式ＳＣ－２(標準) 外壁構成         様式ＭＢ－３(モデル) 外皮仕様 

様式ＳＣ－３(標準) 窓仕様          様式ＭＣ－１(モデル) 空調熱源 

様式ＳＣ－４(標準) 外皮仕様         様式ＭＣ－２(モデル) 空調外気処理 

様式ＳＣ－５(標準) 熱源           様式ＭＣ－３(モデル) 空調二次ポンプ 

様式ＳＣ－６(標準) 二次ポンプ        様式ＭＣ－４(モデル) 空調送風機 

様式ＳＣ－７(標準) 空調機          様式ＭＤ  (モデル) 換気 

様式ＳＤ－１(標準) 換気対象室        様式ＭＥ  (モデル) 照明 

様式ＳＤ－２(標準) 給排気送風機       様式ＭＦ  (モデル) 給湯 

様式ＳＤ－３(標準) 換気代替空調機      様式ＭＧ  (モデル) 昇降機 

様式ＳＥ  (標準) 照明           様式ＭＨ  (モデル) 太陽光発電 

様式ＳＦ－１(標準) 給湯対象室 

様式ＳＦ－２(標準) 給湯機器 

様式ＳＧ  (標準) 昇降機 

様式ＳＨ－１(標準) 太陽光発電システム 

様式ＳＨ－２(標準) コージェネレーションシステム 

様式ＳＩ  (標準) 非空調外皮仕様 

工事監理報告書は、確認申請書に記載された工事監理者が責任をもって作成し、建築主

事等に提出するものであり、以下に注意して作成すること。 

 

１．省エネ基準工事監理報告書は、特に指示のある場合を除き、原則、工事完了後速やか

に提出すること。 

２．確認申請時に建築主事等より示された「工事計画・施工状況報告」指示書の項目に該

当する様式を使用し、必要事項のみを記載し作成すること。 

３．各様式の「判定又は認定時」欄については、判定又は認定を受けた内容をそのまま記

載すること。（判定時に用いた入力シートのデータを用いても可。） 

４．建築物が複数棟ある場合は、棟ごとに各様式を作成する必要がある。（モデル建物法で

複数の建物モデルを使用している場合も同様とする。）ただし「様式１(共通) 省エネ基

準工事監理報告書」については除く。 

５．「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」第 23 条の「特殊の構造又は設備

を用いる建築物の認定」等の認定を受け、同法第 12条第３項の規定により適合判定通知

書の交付を受けたものとみなしている場合など、本様式集を用いることがそぐわない場

合については、別途建築主事等と相談すること。 

 

省エネ基準に関する工事監理報告書様式集 
 


